
○江東区保育所等特別支援保育対象児童認定要綱 

平成３１年３月２９日 

３０江こ計第１３２１号 

江東区私立保育所障害児加算認定要綱（平成１１年３月２４日江厚保発第５

９０号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育所等を利用する児童（以下「利用児童」という。）

が心身に障害を有する場合又は集団保育において職員の加配等の個別支援を

必要とする場合に、当該利用児童を特別支援保育の対象児童として認定する

ことにより、集団保育を適切に行うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。 

ア 区立保育所（江東区保育所条例（昭和３６年３月江東区条例第９号）

第２条に規定する区立保育所をいう。） 

イ 私立保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３５条第４項の規定により設置された保育所のうち、子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第１項又は同法附則

第７条の規定により区の確認を受けたものをいう。） 

ウ 認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定す

る幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する

条例（平成１８年東京都条例第１７４号）第３条第３号に規定する地方

裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第３１条第１項の規

定により区の確認を受けたものをいう。） 

エ 小規模保育事業所（法第３４条の１５第２項の規定により小規模保育

事業（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第６１号）第３３条に規定する小規模保育事業C型を除く。）を

行う事業所のうち、子ども・子育て支援法第４３条第１項の規定により



区の確認を受けたものをいう。） 

オ 認証保育所（東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日１

２福子推第１１５７号）に基づき区内において東京都知事から認証され

た保育所をいう。） 

カ 江東区保育室制度実施要綱（昭和５０年５月８日江厚保発第４３号）

に基づき認定された保育室 

(2) 特別支援保育 心身に障害を有する利用児童が在籍していること等を

理由に、職員の加配等の個別支援を実施する保育をいう。 

(3) 特別支援児童 次のいずれかに該当する利用児童のうち、区長が特別支

援保育を要すると認める者をいう。 

ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

により、特別児童扶養手当の支給対象となる者（所得により手当の支給

を停止されている者を含む。） 

イ 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５

号に規定する障害の級別が６級以上の者（６級については、聴覚障害に

限る。） 

ウ 東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年３月２０日４２民児精発第５８

号）第４条に定める判定基準に該当する者 

エ アからウまでに掲げるもののほか、保育所等において区長が特別支援

保育を要すると認める者 

(4) クラスサポート対象児童 指定管理者が運営する区立保育所、私立保育

所、認定こども園、小規模保育事業所又は認証保育所の利用児童のうち、

区長が特別支援保育を要すると認める満３歳以上の者をいう。 

(5) 観察調査員 特別支援児童及びクラスサポート対象児童の認定に当た

り、利用児童の観察及び当該保育所等の職員からの聞き取りを行うために

区長が任命する次に掲げる者をいう。 

ア 区立保育所の施設長 

イ 私立保育所の施設長 

ウ 保育支援課担当職員 

（特別支援児童に係る認定申請） 



第３条 保育所等の施設長は、特別支援保育を実施するに当たり、当該保育所

等に在籍する利用児童について、特別支援児童の認定を受けようとするとき

は、当該利用児童の保護者の同意を得た上で、江東区特別支援児童認定申請

書（別記第１号様式又は別記第１号の２様式）に江東区特別支援児童認定調

査書（別記第２号様式）及び江東区特別支援児童心身発達及び個別支援の状

況調査票（別記第３号様式）を添えて、区長に申請するものとする。 

２ 前項の規定による手続は、利用する年度ごとに行わなければならない。 

（クラスサポート対象児童に係る認定申請） 

第４条 保育所等の施設長は、特別支援保育を実施するに当たり、当該保育所

等に在籍する利用児童について、クラスサポート対象児童の認定を受けよう

とするときは、江東区クラスサポート対象児童認定申請書（別記第４号様式）

に江東区クラスサポート対象児童認定調査書（別記第５号様式）及び江東区

クラスサポート対象児童心身発達及び個別支援の状況調査票（別記第６号様

式）を添えて、区長に申請するものとする。 

２ 前項の規定による手続は、利用する年度ごとに行わなければならない。 

（特別支援児童及びクラスサポート対象児童に係る調査） 

第５条 観察調査員は、区長が前２条の規定による申請を受けた場合は、当該

利用児童の調査を行う。 

（認定） 

第６条 区長は、前条の調査結果に基づき、特別支援児童及びクラスサポート

対象児童の認定、不承認又は保留の決定を行う。 

（通知） 

第７条 区長は、前条の規定による決定を行ったときは、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める通知書により、第３条又は第４条の規定による

申請を行った保育所等の施設長（以下「申請者」という。）に通知する。 

(1) 特別支援児童の認定をしたとき 江東区特別支援児童認定通知書（別記

第７号様式） 

(2) 特別支援児童の認定を不承認又は保留したとき 江東区特別支援児童

認定不承認・保留通知書（別記第８号様式） 

(3) クラスサポート対象児童の認定をしたとき 江東区クラスサポート対



象児童認定通知書（別記第９号様式） 

(4) クラスサポート対象児童の認定を不承認又は保留したとき 江東区ク

ラスサポート対象児童認定不承認・保留通知書（別記第１０号様式） 

（認定解除等） 

第８条 申請者は、認定を受けた利用児童が保育所等を退所（卒園を除く。）

したとき又は特別支援保育が不要となったときは、江東区特別支援保育対象

児童認定解除申請書（別記第１１号様式）により、区長に申請しなければな

らない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、江東区特別支援保育対象児童認定解除通知書（別記第１２

号様式）により、申請者に通知する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第３条関係） 

別記第１号の２様式（第３条関係） 

別記第２号様式（第３条関係） 

別記第３号様式（第３条関係） 

別記第４号様式（第４条関係） 

別記第５号様式（第４条関係） 

別記第６号様式（第４条関係） 

別記第７号様式（第７条関係） 

別記第８号様式（第７条関係） 

別記第９号様式（第７条関係） 

別記第１０号様式（第７条関係） 

別記第１１号様式（第８条関係） 

別記第１２号様式（第８条関係） 

 


